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(57)【要約】
【課題】ブロック塀の倒壊等を防止しつつ、メインテナ
ンスの負担を軽減する。
【解決手段】ブロック塀１０１を補強するブロック塀補
強構造は、上記ブロック塀１０１に沿って立設された少
なくとも１対の支柱２０１と、上記１対の支柱２０１の
間の複数のブロックに掛け渡された繊維製の長尺部材（
繊維ベルト３０１）と、を有し、上記ブロック塀１０１
には、上記支柱２０１付近に貫通孔１０１ａが形成され
るとともに、上記長尺部材は、上記１対の支柱２０１間
の部分が、上記ブロック塀１０１の貫通孔１０１ａを通
して、ブロック塀１０１における支柱２０１と反対側に
位置している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブロック塀を補強するブロック塀補強構造であって、
　上記ブロック塀に沿って立設された少なくとも１対の支柱と、
　上記１対の支柱の間の複数のブロックに掛け渡された繊維製の長尺部材と、
　を有し、
　上記ブロック塀には、上記支柱付近に貫通孔が形成されるとともに、
　上記長尺部材は、上記１対の支柱間の部分が、上記ブロック塀の貫通孔を通して、ブロ
ック塀における支柱と反対側に位置していることを特徴とするブロック塀補強構造。
【請求項２】
　請求項１のブロック塀補強構造であって、
　上記長尺部材は、ベルト状、またはロープ状であり、接着剤によって上記支柱、および
ブロック塀に接着されていることを特徴とするブロック塀補強構造。
【請求項３】
　請求項１のブロック塀補強構造であって、
　上記ブロック塀の貫通孔を通された上記長尺部材は、上記１対の支柱の外方側を通るよ
うに各支柱に巻き付けられていることを特徴とするブロック塀補強構造。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のうち何れか１項のブロック塀補強構造であって、
　上記支柱は３本以上設けられ、
　互いに隣り合う、各支柱間に掛け渡される長尺部材は、上下方向の位置がずれるように
配置されていることを特徴とするブロック塀補強構造。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のうち何れか１項のブロック塀補強構造であって、
　さらに、
　上記ブロック塀における上記支柱側に水平方向に接着された長尺部材と、
　上記ブロック塀と上記支柱との間に所定の間隔を保つ間隔保持部材と、
　を有することを特徴とするブロック塀補強構造。
【請求項６】
　ブロック塀を補強するブロック塀補強構造であって、
　上記ブロック塀に沿って立設された支柱と、
　上記ブロック塀における上記支柱側に水平方向に接着された長尺部材と、
　上記ブロック塀と上記支柱との間に所定の間隔を保つ間隔保持部材と、
　を有することを特徴とするブロック塀補強構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地震によってブロック塀が倒壊することなどを防止するためのブロック塀補
強構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ブロック塀の倒壊を防止する技術として、ブロック塀の外側面に略平行に立設された支
柱とブロック塀の外側面との間に複数の金属板材を介在させるとともに、それぞれの金属
板材を複数のボルトによってブロック塀に係止する技術が知られている（例えば、特許文
献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－０３２１２４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のように支柱とブロック塀の外側面との間に介在する金属板材は、
錆や腐食が生じがちであるため、ペイントの塗り替えなどのメインテナンスをする必要が
あり、手間や時間、費用などがかかるのが通例である。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑み、ブロック塀の倒壊等を防止しつつ、メインテナンスの負担
を軽減できるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本発明は、
　ブロック塀を補強するブロック塀補強構造であって、
　上記ブロック塀に沿って立設された少なくとも１対の支柱と、
　上記１対の支柱の間に掛け渡された繊維製の長尺部材と、
　を有し、
　上記ブロック塀には、上記支柱付近に貫通孔が形成されるとともに、
　上記長尺部材は、上記１対の支柱間の部分が、上記ブロック塀の貫通孔を通して、ブロ
ック塀における支柱と反対側に位置していることを特徴とする。
【０００７】
 
　これにより、支柱間に掛け渡された長尺部材によって、複数のブロックを含むブロック
塀が倒れ込もうとする力を広い範囲に亘って受けることができ、転倒防止効果を高くでき
る。また、繊維製の長尺部材を用いる場合などは、ペイントの塗り替えなどのメインテナ
ンスの負担を軽減することが容易にできる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、メインテナンスの負担を軽減しつつ、ブロック塀の倒壊等を効果的に
防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１のブロック塀補強構造を示す平面図である。
【図２】実施形態１のブロック塀補強構造を示す正面図である。
【図３】実施形態１のブロック塀補強構造を示す背面図である。
【図４】実施形態２のブロック塀補強構造を示す平面図である。
【図５】実施形態２のブロック塀補強構造を示す正面図である。
【図６】実施形態２のブロック塀補強構造を示す背面図である。
【図７】実施形態３のブロック塀補強構造を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態や変
形例において、同様の機能を有する構成要素については同一の符号を付して説明を省略す
る。
【００１１】
　（実施形態１）
　実施形態１のブロック塀補強構造は、図１～図３に示すように、ブロック塀１０１と、
このブロック塀１０１に沿って所定の間隔（例えば３～４ｍ間隔）で立設された少なくと
も１対の支柱２０１と、上記１対の支柱２０１間の複数のブロックに掛け渡された繊維ベ
ルト３０１（長尺部材）が設けられて構成されている。より詳しくは、ブロック塀１０１
には、各支柱２０１付近の所定の高さ位置に貫通孔１０１ａが形成され、繊維ベルト３０
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１は、各支柱２０１の間の部分が、ブロック塀１０１における上記支柱２０１と反対側に
位置し、例えばエポキシ樹脂等の接着剤などによってブロック塀１０１に接着されるとと
もに、両端部が、ブロック塀１０１の貫通孔１０１ａを通して支柱２０１側に回り込み、
支柱２０１にエポキシ樹脂等の接着剤などによって接着されている。ここで、各図におい
ては、図面の簡素化のために、便宜上、各ブロックの境界（目地）は適宜省略して描いて
いる。
【００１２】
　上記繊維ベルト３０１の材質は特に限定されず、例えばアラミド繊維や、炭素繊維、ガ
ラス繊維などを適用することができる。また、長尺部材の形状も特に限定されず、ベルト
状（帯状）でもよいし、ロープ状などでもよい。ベルト状などの場合は、幅を広くして補
強強度を高くすることが容易であるうえ、壁面からの盛り上がりを小さく抑えて見映えを
よくすることが容易にできる。一方ロープ状などの場合には、ブロック塀１０１に形成す
る貫通孔１０１ａを小さく抑えたり、補強強度を高くしたりすることが容易にできる。
【００１３】
　支柱２０１は、図１では断面円形状に描かれているが、断面四角形状などでもよい。ま
た、基礎の有無も特に限定されず、設置状況などに応じて決定すればよい。また、繊維ベ
ルト３０１の上下方向の本数も特に限定されず、ブロック塀１０１の高さや必要とされる
強度等に応じて設定すればよい。
【００１４】
　ブロック塀１０１に形成される貫通孔１０１ａの大きさは、一般に、強度や見映えなど
の点で小さい方が好ましいが、特に限定されない。また、貫通孔１０１ａの形状も円形や
スリットなど、種々設定できる。さらに、施工後、パテで塞ぐなどしてもよい。
【００１５】
　繊維ベルト３０１が支柱２０１に巻き付けられる場合の巻き付け方向は、必ずしも限定
されないが、例えば、ブロック塀１０１の貫通孔１０１ａを通された繊維ベルト３０１が
、１対の支柱２０１の外方側を通るように各支柱２０１に巻き付けられるようにして、よ
り高強度化を図り得るようにしてもよい。
【００１６】
　上記のように支柱２０１間の複数のブロックに掛け渡された長尺部材によって、ブロッ
ク塀１０１が倒れ込もうとする力を広い範囲に亘って受けることができ、ブロック塀１０
１の倒壊防止を図ることが容易にできる。また、繊維製ベルトを用いる場合などは、ペイ
ントの塗り替えなどのメインテナンスをする必要性がないか、または少ないので、メイン
テナンスフリーにしたり、メインテナンスの時間的、費用的負担などを軽減したりするこ
とも容易にできる。
【００１７】
　（実施形態２）
　支柱２０１は、ブロック塀１０１の長さ等に応じて３本以上設けてもよい。すなわち、
例えば図４～図６に示すように、互いに隣り合う支柱２０１対の間に掛け渡される繊維ベ
ルト３０１を上下方向の位置がずれるように配置することによって、ブロック塀１０１の
長さに係わらず、連続した補強を行うことが容易にできる。
【００１８】
　（実施形態３）
　ブロック塀１０１が支柱２０１側に倒れ込むのを防止するためには、図７に示すように
、ブロック塀１０１の支柱２０１側に上記と同様の繊維ベルト３０１を貼り付けるととも
に、例えば支柱２０１に間隔保持部材を設けるなどして、ブロック塀１０１を支え得るよ
うにしてもよい。より詳しくは、例えば、ブロック塀１０１の支柱２０１側に貼り付けら
れた繊維ベルト３０１に当接版４０１を当接させ、支柱２０１に貫通させたボルト４０２
をナット４０３により位置決めして、当接版４０１を繊維ベルト３０１に押し付けること
により、支柱２０１の両側の広い範囲に亘って、支柱２０１側にブロック塀１０１が倒れ
込むのを抑制することができる。
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【００１９】
　また、上記のようなブロック塀１０１側に倒れ込むのを防止する構造と、実施形態１、
２のように支柱２０１と反対側に倒れ込むのを防止する構造と組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００２０】
　　　　１０１　　　ブロック塀
　　　　１０１ａ　　貫通孔
　　　　２０１　　　支柱
　　　　３０１　　　繊維ベルト
　　　　４０１　　　当接版
　　　　４０２　　　ボルト
　　　　４０３　　　ナット
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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